
81　　符の政治的意義

一
、
問
題
の
所
在

　

秦
〜
漢
初
と
い
っ
た
帝
国
支
配
の
草
創
期
に
、
皇
帝
支
配
は
極
め
て
不
安
定

な
も
の
で
あ
っ
た
。
秦
の
始
皇
帝
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
皇
帝
号
の
も
と
で
展

開
さ
れ
る
支
配
体
制
は
、
楚
漢
交
代
期
の
断
絶
を
経
て
劉
邦
の
手
に
よ
っ
て
復

活
さ
れ
、
危
う
い
な
が
ら
も
後
世
へ
と
存
続
さ
れ
た
。
不
安
定
な
皇
帝
支
配
は

乱
れ
を
生
じ
る
根
源
と
な
っ
た
が
、
そ
の
最
も
顕
著
な
る
問
題
は
、
皇
帝
継
承

者
の
絶
対
的
基
準
の
欠
如
で
あ
り
、
帝
室
が
定
着
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
帰
結

す
る
。
そ
れ
は
始
皇
帝
の
没
後
よ
り
、
前
漢
景
帝
期
に
お
け
る
諸
侯
王
制
圧
の

成
功
に
至
る
ま
で
、
長
い
年
月
を
費
や
し
て
よ
う
や
く
解
決
を
迎
え
た
問
題
だ

と
さ
れ
る
。
混
乱
期
の
中
で
、
符
の
存
在
は
異
例
な
皇
帝
継
承
と
と
も
に
史
料

に
登
場
す
る
。

　
　

・『
史
記
』
文
帝
本
紀

太
尉
乃
ち
跪
き
て
天
子
の
璽
符
を
上
る
。
代
王
謝
し
て
曰
く
、
代
の

邸
に
至
り
て
之
を
議
せ
ん
、
と
。
…
…
丞
相
平
等
皆
曰
く
、
臣
伏
し

て
之
を
計
る
に
、
大
王
は
高
帝
の
宗
廟
を
奉
ず
る
に
最
も
宜
し
く
称
へ

り
。
天
下
の
諸
侯
・
万
民
と
雖
も
、
宜
し
と
以
為
は
ん
。
臣
等
宗

廟
・
社
稷
の
為
に
計
り
、
敢
へ
て
忽
せ
に
せ
ず
。
願
は
く
は
大
王
幸

ひ
に
臣
等
に
聴
け
。
臣
謹
み
て
天
子
の
璽
符
を
奉
じ
、
再
拜
し
て
上

る
、
と
。
代
王
曰
く
、
宗
室
・
将
相
・
王
・
列
侯
寡
人
よ
り
宜
し
き

も
の
莫
し
と
以
為
は
ば
、
寡
人
敢
へ
て
辞
せ
ず
、
と
。
遂
に
天
子
の

位
即
く）

1
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
の
支
配
を
動
揺
す
る
諸
呂
の
乱
を
平
定
し
た
の
ち
、
功
臣

た
ち
は
帝
国
の
秩
序
を
再
建
す
べ
く
、
当
時
諸
侯
王
の
一
人
で
あ
る
代
王
の
劉

恒
を
次
期
皇
帝
に
推
戴
し
た
、
の
ち
の
漢
の
文
帝
で
あ
る
。
右
記
の
史
料
は
、

功
臣
た
ち
が
代
王
の
劉
恒
を
皇
帝
と
し
て
迎
え
入
れ
る
際
に
、
皇
帝
権
力
の
象

徴
た
る
物
品
と
し
て
「
天
子
の
璽
・
符
」
を
奉
上
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

璽
と
符
を
皇
帝
権
力
の
象
徴
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
、
前
漢
文
帝
期
の
皇
帝

継
承
だ
け
で
は
な
く
、
少
し
時
代
を
遡
れ
ば
秦
代
末
期
に
も
事
例
が
見
ら
れ
る
。

〈
論
説
〉

符
の
政
治
的
意
義

│
専
制
権
力
と
交
通
と
の
関
係
に
就
い
て
の
考
察
│

莊

卓

燐
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・『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀

秦
王
の
子
嬰
即
ち
頸
に
係
く
る
に
組
を
以
て
し
、
白
馬
素
車
に
て
、

天
子
の
璽
・
符
を
奉
じ
、
軹
道
の
旁
に
降
る）

2
（

。

と
あ
る
。
ま
た
、

　
　

・『
史
記
』
高
祖
本
紀

秦
王
の
子
嬰
素
車
白
馬
に
て
、
頸
に
係
く
る
に
組
を
以
て
し
、
皇
帝

の
璽
・
符
・
節
を
封
じ
、
軹
道
の
旁
に
降
る）

3
（

。

と
あ
る
。
秦
の
二
世
皇
帝
年
間
、
全
国
各
地
か
ら
反
秦
勢
力
の
蜂
起
が
続
出
し
、

帝
国
の
支
配
は
弱
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
楚
を
中
心
と
す
る
反
秦

運
動
は
展
開
さ
れ
、
秦
の
都
で
あ
る
咸
陽
へ
の
反
攻
作
戦
が
実
行
さ
れ
る
。
楚

軍
は
西
と
南
の
二
つ
の
経
路
よ
り
咸
陽
侵
攻
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
劉
邦
を
筆

頭
と
す
る
南
行
軍
は
先
に
咸
陽
入
城
を
果
た
し
、
秦
の
支
配
者
で
あ
る
秦
王
子

嬰
の
降
伏
を
受
け
た
。
右
の
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
、
子
嬰
は
無
抵
抗
の
状
態

で
降
伏
し
た
と
同
時
に
、
秦
の
統
治
者
た
る
証
を
献
上
し
た
。『
史
記
』
に
は

「
皇
帝
の
璽
・
符
・
節
」
と
記
し
て
お
り
、『
漢
書
』
に
は
「
天
子
の
璽
・
符
」

と
記
し
て
い
る
。
両
者
に
は
多
少
記
述
の
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
子
嬰
の
献
上

品
を
め
ぐ
っ
て
璽
と
符
の
言
及
は
共
通
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、「
璽
・
符
」

と
皇
帝
継
承
ひ
い
て
は
皇
帝
権
力
と
の
関
連
性
は
明
白
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
異
例
な
権
力
者
の
交
替
に
お
い
て
、
皇
帝
権
力
を
象

徴
す
る
物
品
の
移
譲
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
璽
と
符
は
代
表
的
な
も
の

と
し
て
挙
げ
ら
れ
並
列
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
璽
と
は
、
玉
璽
の
こ
と
を
指

す
。
行
政
文
書
の
発
行
に
用
い
る
璽
は
、
詔
書
や
勅
令
を
下
す
と
き
に
必
須
な

物
品
で
あ
り
、
中
央
集
権
支
配
に
お
い
て
正
し
く
皇
帝
の
分
身
で
あ
る
。
一
方

で
、
符
に
関
し
て
は
伝
世
史
料
か
ら
さ
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
実

態
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
の
研
究
は
伝
世
史
料
と
出
土
史
料
を
合
わ
せ
、
主
に
は

『
居
延
漢
簡
』『
肩
水
金
関
』
な
ど
の
西
北
簡
を
用
い
て
符
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、
符
の
実
態
は
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
大
庭
脩）

4
（

氏
は
、

伝
世
史
料
の
記
述
か
ら
符
は
二
つ
に
割
っ
て
分
け
た
も
の
と
し
、
居
延
で
出
土

し
た
符
の
実
物
を
条
文
に
見
え
る
金
関
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
符
の
形
態
を

「
わ
り
ふ
」
と
し
て
規
定
す
る
。
そ
の
使
用
実
態
は
、
一
定
の
関
所
を
通
過
す

る
比
較
的
短
距
離
の
往
来
に
用
い
る
も
の
と
す
る
。
関
所
を
出
入
す
る
時
に
、

通
行
者
は
わ
り
ふ
の
一
半
を
持
参
し
、
関
所
に
あ
る
他
半
と
符
合
す
れ
ば
通
過

で
き
る
と
想
定
さ
れ
る
。
冨
谷
至）

5
（

氏
は
、
符
を
二
枚
一
組
の
「
わ
り
ふ
」
で
あ

り
、
そ
の
側
面
に
刻
歯
を
施
し
た
も
の
と
し
て
規
定
し
、
大
庭
氏
と
共
通
な
見

解
を
示
す
。
が
、
そ
の
使
用
実
態
を
更
に
限
定
し
、
符
は
諸
々
の
「
わ
り
ふ
」

と
機
能
を
異
と
し
、
符
の
使
用
は
関
所
の
通
過
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
一
定
の
関
所
を
通
過
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
定
の
用
務
に
お

い
て
、
封
印
の
手
間
な
ど
の
煩
雑
さ
を
省
略
し
た
簡
易
な
通
行
証
で
あ
る
と
す

る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
符
と
は
関
所
通
過
の
と
き
に
用
い
ら
れ

る
通
行
証
で
あ
る
と
わ
か
る
。
関
所
通
過
に
用
い
る
符
は
、
広
義
的
に
規
定
し

て
も
あ
く
ま
で
交
通
に
関
わ
る
物
品
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

秦
王
子
嬰
の
降
伏
お
よ
び
漢
の
文
帝
即
位
の
事
例
に
、
璽
と
並
列
さ
れ
る
符
は
、

す
な
わ
ち
皇
帝
の
分
身
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
皇
帝
権
力
の
問

題
と
の
関
連
は
予
想
さ
れ
る
が
、
果
た
し
て
交
通
の
機
能
を
掌
る
符
は
、
な
ぜ

皇
帝
権
力
の
象
徴
に
た
り
得
る
の
か
、
と
の
疑
問
を
残
す
。
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83　　符の政治的意義
　

現
行
の
研
究
は
、
史
料
の
限
界
に
よ
り
辺
境
地
域
に
当
た
る
居
延
と
金
関
な

ど
、
限
ら
れ
た
地
域
の
み
で
符
を
考
察
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
現
状
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秦
漢
帝
国
の
よ
う
な
律
令
制
度
が
発
達
し
て
い
る
国

家
体
制
の
中
で
、
中
央
政
府
の
規
定
は
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
等
し
く
適
用

す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
居
延
と
金
関
に
見
え
る
符
の
規
定
は
漢

帝
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
関
所
に
も
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う

な
研
究
視
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
符
の
政
治
的
意
義
を
探
り
、
そ
の
背
後
に
秘

め
ら
れ
た
時
代
性
を
明
ら
か
に
し
、
古
代
帝
国
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て

み
た
い
と
思
う
。

二
、
符
の
基
本
情
報

　

ま
ず
、
符
そ
の
も
の
を
再
確
認
す
る
た
め
、
符
に
関
す
る
史
料
を
整
理
し
た

い
。
秦
漢
時
代
の
符
を
研
究
す
る
に
際
し
、
次
の
『
説
文
解
字
』
の
説
明
は
基

本
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

符
、
信
な
り
。
漢
制
は
竹
を
以
て
し
、
長
は
六
寸
、
分
か
ち
て
相
合
す）

6
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、『
説
文
解
字
』
は
符
の
基
本
情
報
を
簡
潔
に
記
し
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
符
と
は
信）

7
（

と
同
質
な
も
の
で
あ
る
。
漢
の
制
度
で
は
竹
を
用
い
、

長
さ
は
六
寸
（
約
一
四
〜
一
五
セ
ン
チ
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
割
し
た

も
の
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。『
説
文
解
字
』
の
記
述
に
見
え
る
「
漢
制
」

と
は
、
凡
そ
前
漢
文
帝
期
の
規
定
で
あ
る
。

　
　

・『
史
記
』
孝
文
本
紀
、
文
帝
二
年
九
月
条

初
め
て
郡
国
の
守
・
相
と
と
も
に
銅
虎
符
・
竹
使
符
を
為
る）

8
（

。

と
あ
り
、

　
　

・『
漢
書
』
文
帝
紀
、
文
帝
二
年
九
月
条

初
め
て
郡
の
守
と
と
も
に
銅
虎
符
・
竹
使
符
を
為
る）

9
（

。

と
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
漢
文
帝
期
に
中
央
政
府
は
「
初
め
て
」
符
を
地

方
に
普
及
さ
せ
、
郡
国
の
役
人
に
銅
虎
符
と
竹
使
符
二
種
類
の
符
を
分
け
与
え

た
。
右
記
の
条
文
を
理
解
す
る
た
め
、
後
世
の
学
者
は
様
々
な
考
証
を
加
え
た
。

『
史
記
集
解
』
と
『
漢
書
』
注
は
応
劭
の
言
葉
を
引
き
、

応
劭
曰
く
、
銅
虎
符
は
第
一
よ
り
第
五
に
至
る
。
国
家
当
に
兵
を
発
た

ん
と
し
、
使
者
を
遣
は
し
て
郡
に
至
り
て
符
を
合
せ
し
め
、
符
合
す
れ

ば
乃
ち
聴
し
て
之
を
受
く
。
竹
使
符
皆
竹
箭
五
枚
を
以
て
し
、
長
は

五
寸
、
篆
書
を
鐫
刻
し
、
第
一
よ
り
第
五
に
至
る
、
と）

10
（

。

と
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
銅
虎
符
は
第
一
か
ら
第
五
ま
で
あ
る
。
国
家
が
兵

を
動
員
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
使
者
を
郡
へ
符
を
合
わ
せ
る
た
め
に
派
遣
し
、

符
が
合
致
す
れ
ば
命
令
を
き
く
も
の
で
あ
る
。
竹
使
符
は
竹
五
枚
で
作
り
、
長

さ
は
五
寸
（
約
一
二
〜
一
三
セ
ン
チ
）、
篆
書
を
彫
刻
し
て
あ
り
、
第
一
か
ら

第
五
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
箇
所
に
お
け
る
『
漢
書
』
顔
師
古
注
に
は
、

師
古
曰
く
、
郡
守
と
と
も
に
符
を
為
る
と
は
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
各
其
れ

半
に
分
け
、
右
は
京
師
に
留
め
、
左
は
以
て
之
に
与
ふ
、
と）

11
（

。

と
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
条
文
に
あ
る
「
郡
の
守
（
長
官
）
と
符
を
為
る
」

と
は
、
符
を
二
つ
に
わ
け
て
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
半
分
を
保
管
し
、
右
は
都
長
安

に
置
き
、
左
は
郡
の
長
官
に
与
え
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
史
記
索

隠
』
は
『
漢
旧
儀
』
を
引
き
、

『
漢
旧
儀
』
に
、
銅
虎
符
は
発
兵
、
長
は
六
寸
。
竹
使
符
は
出
入
・
徴

発
、
と）

12
（

。

と
あ
る
。
右
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
銅
虎
符
は
兵
を
動
員
す
る
際
に
使
用
す
る
も

の
で
、
長
さ
は
六
寸
。
竹
使
符
は
出
入
り
と
徴
発
の
際
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
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る
。

　

以
上
の
「
漢
制
」
に
関
わ
る
情
報
を
ま
と
め
る
と
、
漢
代
に
お
け
る
符
の
制

度
は
お
よ
そ
文
帝
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
立
し
た
時
点
で
、
長
六
寸

の
銅
制
符
と
長
五
寸
の
竹
製
符
が
存
在
し
、
前
者
の
場
合
は
軍
事
上
で
の
使
用

で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
行
政
上
で
の
使
用
で
あ
る
。
中
央
政
府
と
地
方
の
役

人
は
そ
れ
ぞ
れ
符
の
半
分
を
持
ち
、
有
事
の
際
に
は
符
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
真

偽
を
確
か
め
た
上
で
行
動
す
る
、
と
い
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
中
央
か
ら

発
令
さ
れ
た
規
定
が
、
地
方
ま
で
徹
底
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
権
力
そ

の
も
の
で
あ
る
。
中
央
と
地
方
を
繫
ぐ
符
が
、
皇
帝
権
力
の
問
題
と
関
わ
る
片

鱗
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

一
方
で
、
漢
の
制
度
は
秦
の
制
度
を
継
承
す
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
る
。

秦
の
時
代
に
お
い
て
符
の
規
定
は
始
皇
帝
期
に
見
ら
れ
る
。『
史
記
』
秦
始
皇

本
紀
二
六
年
条
に
、

数
は
六
を
以
て
紀
と
為
し
、
符
・
法
冠
は
皆
六
寸
に
し
て
輿
は
六
尺
、
六

尺
は
歩
と
為
し
、
六
馬
に
乗
る）

13
（

。

と
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
数
字
は
「
六
」
を
も
っ
て
ひ
と
区
切
り
と
す
る
。

符
・
法
冠
は
す
べ
て
六
寸
で
、
輿
は
六
尺
で
、
六
尺
を
も
っ
て
歩
と
し
、
六
頭

立
て
の
馬
車
に
乗
る
と
。
時
代
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
始
皇
帝
が
規
定
し
た
符
は
、

そ
の
ま
ま
秦
の
継
承
者
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
前
述
に
見
え
る
秦
王
子

嬰
が
持
つ
符
と
同
質
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
記
の
条

文
を
理
解
す
る
た
め
に
、『
史
記
集
解
』
は
張
晏
の
言
葉
を
引
き
、

張
晏
曰
く
、
水
、
北
方
な
り
、
黑
な
り
。
終
数
は
六
な
り
、
故
に
六
寸
を

以
て
符
と
為
し
、
六
尺
を
以
て
歩
と
為
す
、
と）

14
（

。

と
あ
る
。
右
記
に
よ
れ
ば
、
水
徳
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
方
角
は
北
方
で

あ
り
、
色
は
黒
で
あ
る
。
示
す
数
字
は
六
で
あ
り
、
ゆ
え
に
六
寸
の
長
さ
で

符
・
歩
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
秦
の
始
皇
帝
が
規
定
し
秦
王

子
嬰
が
劉
邦
に
献
上
し
た
符
の
長
さ
は
六
寸
で
あ
る
と
理
解
で
き
、
前
漢
文
帝

期
の
規
定
に
見
え
る
六
寸
符
と
一
貫
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
秦
漢
帝
国
は
符
の

制
度
に
お
い
て
連
続
性
を
持
つ
と
指
摘
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
現
在
発
見
さ

れ
た
秦
代
の
虎
符
は
数
点
ほ
ど
確
認
で
き
、
そ
の
中
で
最
長
た
る
杜
虎
符
は
九

セ
ン
チ
強
で
あ
り
、
約
四
寸
前
後
で
あ
る
。
始
皇
帝
と
子
嬰
が
持
つ
符
は
軍
事

用
途
と
さ
れ
る
虎
符
と
は
別
物
だ
と
わ
か
る
。

　

以
上
が
伝
世
史
料
か
ら
見
ら
れ
る
符
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史

料
か
ら
概
ね
符
の
実
態
を
思
い
描
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
漠
然
と
し
た

記
述
が
多
い
上
に
後
世
の
考
証
が
入
り
交
じ
っ
た
状
態
で
あ
る
の
で
、
符
の
実

態
を
究
明
す
る
の
に
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
近
年
の
研
究
で
は
出
土
史
料

か
ら
符
の
実
物
を
活
用
し
、
並
び
に
そ
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
符
の
規
定
に
関

す
る
条
文
を
分
析
し
、
具
体
的
な
符
の
使
用
実
態
が
よ
り
鮮
明
に
究
明
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
本
稿
は
居
延）

15
（

で
発
見
さ
れ
た
符
（
以
下
居
延
符
と
称
す
る
）
を
中
心

に
検
討
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
左
の
よ
う
に
居
延
符
に
書
か
れ
て
い
る
条
文

を
並
べ
る
。
な
お
、
簡
牘
の
番
号
は
『
居
延
漢
簡
（
壹
）』（
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
、
二
〇
一
四
）・『
居
延
漢
簡
（
弐
）』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
、
二
〇
一
五
）・『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
）
の
編

集
番
号
に
従
う
。

　
　

・
簡
【
一
一
・
八
】

﹇
與
﹈
金
關
為
出
入
六
寸
符
從
事
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85　　符の政治的意義

（
金
関
と
﹇
与
﹈
に
出
入
す
る
六
寸
の
符
を
為
り
、
事
に
従
ふ
。）

　
　

・
簡
【
一
一
・
二
六
】

出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
一
至
﹇
千
﹈
百
卅
三

（
出
入
す
る
六
寸
の
符
券
、
齒
は
百
、
一
よ
り
﹇
千
﹈
に
至
る
。
百
卅

三
）

　
　

・
簡
【
六
五
・
七
】

始
元
七
年
閏
月
甲
辰
居
延
與
金
關
為
出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至
千

左
居
官
右
移
金
關
符
合
以
從
事　

・
第
八

（
始
元
七
年
閏
月
甲
辰
、
居
延
は
金
関
と
与
に
出
入
す
る
六
寸
の
符
券

を
為
る
。
齒
は
百
、
第
一
よ
り
千
に
至
る
。
左
は
官
に
居
き
、
右
は
金

関
に
移
し
、
符
合
す
れ
ば
以
て
事
に
従
ふ
。　

・
第
八
）

　
　

・
簡
【
六
五
・
九
】

始
元
七
年
閏
月
甲
辰
居
延
與
金
關
為
出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至
千

左
居
官
右
移
金
關
符
合
以
從
事　

・
第
十
八

（
始
元
七
年
閏
月
甲
辰
、
居
延
は
金
関
と
与
に
出
入
す
る
六
寸
の
符
券

を
為
る
。
齒
は
百
、
第
一
よ
り
千
に
至
る
。
左
は
官
に
居
き
、
右
は
金

関
に
移
し
、
符
合
す
れ
ば
以
て
事
に
従
ふ
。　

・
第
十
八
）

　
　

・
簡
【
六
五
・
一
〇
】

始
元
七
年
閏
月
甲
辰
居
延
與
金
關
為
出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至

千
」

（
始
元
七
年
閏
月
甲
辰
、
居
延
金
関
と
与
に
出
入
す
る
六
寸
の
符
券
を

為
り
、
齒
は
百
、
第
一
よ
り
千
に
至
る
。）

　
　

・
簡
【
二
二
一
・
一
七
】

□
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至
千
左
居

（
□
寸
の
符
券
、
齒
は
百
、
第
一
よ
り
千
に
至
る
。
左
は
居
）

　
　

・
簡
【
二
七
四
・
一
〇
】

□
居
延
與
金
關
為
出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至
千
左
居
・
符
合
以
從

事　

・
第
七

（
□
。
居
延
金
関
と
と
も
に
出
入
す
る
六
寸
の
符
券
を
為
り
、
齒
は
百
、

第
一
よ
り
千
に
至
る
。
左
は
居
□
、
符
合
す
れ
ば
以
て
事
に
従
ふ
。

　

・
第
七
）

　
　

・
簡
【
二
七
四
・
一
一
】

□
居
延
與
金
關
為
出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至
□
□
居
官
右
移
金
關

符
合
以
從
事　

・
第
十
九
」

（
□
。
居
延
金
關
と
と
も
に
出
入
す
る
六
寸
の
符
券
を
為
り
、
齒
は
百
、

第
一
よ
り
□
に
至
る
。
□
は
居
官
、
右
は
金
關
に
移
し
、
符
合
す
れ
ば

以
て
事
に
従
ふ
。　

・
第
十
九
）

　
　

・
無
号
簡
（E

JT
26

：16

）

元
鳳
二
年
二
月
癸
卯
居
延
與
金
關
為
出
入
六
寸
符
券
齒
百
從
第
一
至
千

左
居
官
右
移
金
關
符
合
以
從
事　

・
第
九
百
五
十
九

（
元
鳳
二
年
二
月
癸
卯
、
居
延
金
關
と
と
も
に
出
入
六
寸
符
券
を
為
り
、

齒
は
百
。
第
一
よ
り
千
に
至
る
。
左
は
居
官
、
右
は
金
關
に
移
す
。
符

合
す
れ
ば
以
て
事
に
従
ふ
。
第
九
百
五
十
九
）

　

以
上
の
よ
う
に
居
延
で
発
見
さ
れ
た
符
の
実
物
、
そ
の
上
に
書
か
れ
て
い
る

条
文
を
九
点
ほ
ど
並
べ
た
。
右
に
見
え
る
よ
う
に
、
符
そ
の
も
の
に
記
さ
れ
る

条
文
は
ど
れ
も
類
似
し
て
い
る
。
以
下
は
簡
【
六
五
・
九
】
と
簡
【
六
五
・
一

〇
】
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
を
分
析
し
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
こ
の
二
枚
の
簡
は
写
真
（
図
一
）
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
切
込

学史学56_責了.indb   85 2018/02/20   10:33



86

み
の
位
置
か
ら
し
て
一
つ
の
木
片
よ
り
左
右
に
分
割
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
簡
【
六
五
・
一
〇
】
の
条
文
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
完
全
な
状

態
で
あ
る
前
半
部
分
の
条
文
に
限
っ
て
い
え
ば
簡
【
六
五
・
九
】
と
は
全
く
の

同
文
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
欠
損
し
て
い
る
後
半
部
分
も
同
じ
条
文
が

書
か
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
始
元
七
年
（
前

八
〇
年）

16
（

）
閏
月
の
甲
辰
の
日
に
、
居
延
（
都
尉
府
）
と
金
関
と
の
あ
い
だ
で
出

入
す
る
六
寸
の
符
券
を
つ
く
る
。
歯
は
百
、
番
号
は
第
一
か
ら
千
ま
で
、
左
は

官
（
居
延
）
に
お
き
、
右
は
金
関
に
移
し
、
符
合
す
れ
ば
事
に
従
う
、
と
の
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
簡
【
六
五
・
九
】
と
簡
【
六
五
・
一
〇
】
の
二
枚
の

木
片
は
左
右
に
分
割
さ
れ
た
も
の
で
、
片
方
は
居
延
都
尉
府
に
置
き
、
片
方
は

金
関
に
置
く
。
予
め
左
右
に
分
割
さ
れ
た
符
だ
が
、
居
延
か
ら
出
発
す
る
符
の

使
用
者
は
符
の
半
分
を
所
持
し
、
金
関
に
到
着
し
次
第
そ
こ
に
保
存
さ
れ
る
残

り
の
半
分
と
突
き
合
わ
せ
、
左
右
が
符
合
す
れ
ば
「
事
に
従
う
」
＝
「
関
所
を

通
過
さ
せ
る
」
と
い
う
使
用
実
態
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
使
用
形
態
か
ら
、

大
庭
脩
一
九
八
二
や
冨
谷
至
二
〇
一
〇
な
ど
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

古
代
帝
国
に
お
け
る
符
の
実
態
は
ま
さ
し
く
「
わ
り
ふ
」
で
あ
り
、
右
記
の

『
居
延
漢
簡
』
簡
【
六
五
・
九
】
と
簡
【
六
五
・
一
〇
】
は
符
の
使
用
を
想
定

す
る
の
に
典
型
的
な
例
と
す
ら
言
え
よ
う
。

　

右
記
の
条
文
に
あ
る
「
第
一
よ
り
千
ま
で
」
の
記
述
か
ら
、
お
よ
そ
一
か
ら

千
ま
で
の
番
号
が
振
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
簡
【
二
七
四
・
一
〇
】
の

「
第
七
」
と
無
号
簡
（E

JT
26

：16

）
の
「
第
九
百
五
十
九
」
の
番
号
か
ら
、
お

そ
ら
く
千
点
ほ
ど
の
符
・
券
が
作
ら
れ
発
行
さ
れ
た
と
窺
え
る
。
こ
れ
ほ
ど
の

製
作
数
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
地
方
の
役
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
民
衆
に
も

使
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。『
肩
水
金
関
漢
簡
』
に
見
え
る
吏

の
家
属
（
＝
一
般
民
衆
）
が
使
用
す
る
符
、
い
わ
ゆ
る
家
属
符
の
発
見
は
、
そ

の
傍
証
と
な
ろ
う
。
す
る
と
、
前
述
し
た
文
帝
期
の
規
定
に
見
え
な
い
一
般
民

衆
が
使
用
す
る
符
は
、
①
以
前
よ
り
一
般
民
衆
の
み
を
対
象
と
し
て
使
用
さ
れ

る
符
は
、
文
帝
期
の
規
定
に
よ
っ
て
新
た
に
政
治
的
な
役
割
を
付
与
さ
れ
、
役

人
に
政
治
任
務
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
符
の
使
用
を
導
入
し
た
、
②
本
来
は
地
方

の
役
人
の
み
が
行
政
上
で
使
用
す
る
符
だ
が
、
時
代
が
変
遷
す
る
に
つ
れ
て
一

般
民
衆
に
普
及
し
制
度
上
の
拡
大
が
あ
っ
た
、
の
二
通
り
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
符
の
材
質
に
も
気
に
な
る
点
が
あ
る
。
右
に
並
べ
た
居
延

符
は
凡
そ
一
五
セ
ン
チ
の
長
さ
で
、
六
寸
に
該
当
す
る
そ
の
長
さ
は
伝
世
史
料

と
合
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
材
質
に
関
し
て
は
、
前
記
の
伝
世
史
料
か
ら

漢
代
の
符
は
銅
か
竹
を
材
質
と
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
居
延
で

発
見
さ
れ
た
符
は
ど
れ
も
木
を
材
質
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
伝
世
史
料

の
記
述
と
出
土
文
物
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
、
籾
山
明）

17
（

氏
は
「
わ
り
ふ
」
作
成
の

技
法
や
竹
の
産
地
・
分
布
地
域
な
ど
の
側
面
か
ら
理
解
す
る
。
氏
の
理
解
に
沿

え
ば
、
符
は
現
地
で
材
料
を
調
達
し
て
現
地
で
制
作
さ
れ
る
。
漢
帝
国
の
中
心

【図一】居延の符
（簡牘【六五・九】および簡牘
【六五・一〇】）

（出所）『居延漢簡（壱）』（中央研究院
歴史語言研究所、二〇一四）より引用
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87　　符の政治的意義

地
た
る
関
中
地
域
を
は
じ
め
、
帝
国
が
支
配
す
る
内
陸
地
域
は
竹
の
産
地
に
該

当
す
る
の
で
、
自
然
と
符
は
竹
を
材
質
と
す
る
規
定
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

水
が
枯
渇
す
る
辺
境
地
域
に
お
い
て
、
竹
の
調
達
が
困
難
な
環
境
の
中
で
、
居

延
や
金
関
か
ら
発
見
さ
れ
た
符
は
木
を
材
質
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

竹
の
産
地
で
の
み
使
用
さ
れ
る
符
は
、
次
第
に
辺
境
地
域
ま
で
伝
わ
っ
て
い
く

現
状
を
示
し
、
前
漢
初
期
か
ら
武
帝
以
後
に
至
る
ま
で
、
地
域
の
観
点
よ
り
符

は
制
度
上
の
拡
大
が
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
推
論
に
基
づ
け
ば
、

関
中
地
域
（
＝
竹
の
産
地
）
の
み
を
支
配
す
る
漢
帝
国
は
次
第
に
全
国
支
配
を

果
た
し
、
帝
国
の
国
境
線
は
内
陸
か
ら
辺
境
へ
と
移
動
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

三
、
律
令
に
見
え
る
符
の
規
定

　

前
節
は
伝
世
史
料
と
出
土
史
料
を
合
わ
せ
て
、
使
用
実
態
を
中
心
に
符
を
め

ぐ
る
基
本
的
な
情
報
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ら
の
情
報
を
整
理
す
る
と
、
符
と
は

通
行
規
制
を
解
除
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
専
ら
関
所
通
過
に
用
い
ら
れ

る
も
の
だ
と
わ
か
り
、
先
行
研
究
と
同
様
な
見
解
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
交
通
的
な
機
能
を
持
つ
符
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
規
定
し
た
も

の
、
及
び
漢
の
文
帝
が
地
方
の
役
人
に
分
け
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
、

交
通
の
面
だ
け
で
は
な
く
皇
帝
と
の
関
わ
り
か
ら
政
治
的
な
要
素
を
包
含
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
本
稿
の
問
題
提
起
と
な
る
皇
帝
権
力
の
問
題
と
一

貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
関
所
の
通
過
に
用
い
る
符
は
、
交
通
的
な
面
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る

場
合
、
ど
う
い
っ
た
政
治
的
意
義
を
持
つ
か
、
皇
帝
権
力
と
ど
う
関
係
す
る
か
、

秦
漢
時
代
の
律
令
規
定
を
手
掛
か
り
に
考
え
た
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
、
ま
ず

「
睡
虎
地
秦
簡）

18
（

・
為
吏
之
道）

19
（

」
か
ら

　
　
　

口
者
、
關
。
舌
者
、
符
璽
也
。
璽
而
不
發
、
身
亦
毋
薛
（

）。

（
口
は
、
関
な
り
。
舌
は
、
符
・
璽
な
り
。
璽
し
て
も
発
せ
ざ
れ
ば
、

身
も
亦
た

な
ら
ず
。）

と
の
譬
え
が
見
ら
れ
る
。
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
符
と
璽
の
関
連
性
を
確
認
で

き
る
文
章
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
璽
と
い
え
ば
、『
史
記
集
解
』
の
注
に
あ

る
「
秦
以
來
、
天
子
ひ
と
り
印
を
以
て
璽
と
称
し
、
ま
た
ひ
と
り
玉
を
以
て
し
、

群
臣
敢
え
て
用
ふ
る
莫
し）

20
（

」
の
記
述
に
よ
り
、
秦
代
以
降
皇
帝
の
印
の
み

「
璽
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
璽
の
使
用
を
皇
帝
個
人

に
直
結
し
て
関
連
さ
せ
る
傾
向
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秦
代
以
前
の
時
代

に
お
い
て
璽
は
よ
り
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
必
ず
し
も
皇
帝
の
玉
璽

が
符
と
関
連
す
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
た
だ
し
、
個
人
で
使
用
す
る
印
章
を

「
印
」
と
称
し
、
公
務
で
使
用
す
る
印
章
を
「
璽
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
戦
国

時
代
末
期
に
な
る
と
歴
史
的
に
だ
い
ぶ
成
熟
し
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

符
の
発
行
は
公
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
秦
漢
帝
国
の
よ
う
な
律
令
国
家
体
制
の
中
で
、
璽
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た

符
は
律
令
規
定
と
の
関
連
性
が
否
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
璽
と
符
の
関
係
性
を
肯
定
す
る
の
に
傍
証
と
な
る
の
は
、
璽
符

令
・
璽
節
令
の
存
在
で
あ
る
。『
漢
書
』「
百
官
公
卿
表
」
少
府
条
に
符
節
令
の

名
称
が
見
ら
れ
る
。
符
節
令
と
は
、
名
の
通
り
符
と
節
を
管
轄
す
る
役
職
で
あ

り
六
百
石
の
官
職
で
あ
る
。
符
節
令
の
官
署
は
符
節
臺
と
い
い
、『
漢
書
』「
霍

光
伝
」
孟
康
注）

21
（

に
よ
れ
ば
皇
帝
の
玉
璽
は
そ
こ
に
保
管
さ
れ
る
と
い
う
。『
漢

書
』「
霍
光
伝
」
に
尚
符
璽
郎
中
の
名
称
が
確
認
で
き
、『
後
漢
書
』「
百
官
志
」

に
尚
符
璽
郎
中
は
符
節
令
の
属
官
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
符
節
令
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は
璽
・
符
・
節
の
保
管
を
一
任
さ
れ
る
官
職
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
璽
・
符
・
節
は
用
務
上
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
推
定
で
き
る
と
同
時

に
、
璽
と
同
等
に
保
管
さ
れ
る
漢
初
の
符
・
節
の
重
要
性
そ
の
一
端
を
窺
え
よ

う
。

　

漢
代
の
符
節
令
の
前
身
は
秦
代
の
璽
符
令
で
あ
る）

22
（

。
伝
世
史
料
か
ら
璽
符
令

を
歴
任
し
た
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
始
皇
帝
の
巡
行
中
に
符
璽
令
の
仕
事

を
兼
行
し
た
趙
高
の
事
績
か
ら
、
符
璽
令
の
実
態
の
一
斑
が
見
え
る
。
中
華
世

界
を
は
じ
め
て
併
合
し
た
秦
の
始
皇
帝
は
、
統
合
さ
れ
た
地
域
を
め
ぐ
っ
て
五

回
に
わ
た
る
天
下
の
巡
行
を
行
っ
た
。
稲
葉
一
郎）

23
（

氏
は
始
皇
帝
が
残
し
た
刻
石

を
分
析
し
、
巡
行
が
秦
の
統
一
政
策
を
地
方
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
政
治
行
動

で
あ
る
と
し
、
鶴
間
和
幸）

24
（

氏
は
巡
行
の
途
中
に
行
っ
た
祭
祀
に
着
目
し
、
始
皇

帝
は
秦
の
祭
祀
方
法
を
用
い
て
旧
六
国
の
祭
祀
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
旧
六
国

の
民
に
尊
重
の
姿
勢
を
見
せ
、
柔
軟
な
統
治
を
実
現
さ
せ
た
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
始
皇
帝
の
巡
行
は
明
白
な
政
治
目
的
が
あ
っ
て
こ
そ
の
行
動
で
あ
る
。
そ

し
て
、
中
車
府
令
の
官
職
と
し
て
第
五
回
の
巡
行
に
随
行
し
た
趙
高
は
、「
李

斯
列
伝
」
に
み
え
る
「
中
車
府
令
趙
高
兼
行
符
璽
令
事
」
の
記
載
の
よ
う
に
、

巡
行
中
は
符
璽
令
の
仕
事
を
兼
行
し
た
と
い
う
。
中
車
府
令
と
は
、『
史
記
集

解
』
が
伏
儼
の
言
葉
を
引
用
し
た
「
乗
輿
・
路
・
車
を
主
る
」
の
注
が
言
う
よ

う
に
、
巡
行
中
の
車
を
統
括
す
る
役
職
で
あ
る
。
車
を
統
括
す
る
仕
事
と
は
、

馬
車
の
整
備
や
御
者
の
統
括
な
ど
だ
け
で
は
な
く
、
道
路
の
進
行
状
況
に
も
責

任
を
持
つ
と
予
想
さ
れ
、
無
論
関
所
を
通
過
す
る
手
続
き
も
含
ま
れ
、
本
稿
で

検
討
し
て
き
た
通
行
証
で
あ
る
符
と
関
わ
る
。
今
ま
で
の
情
報
を
総
合
す
る
と
、

符
と
璽
を
同
時
に
所
持
す
る
趙
高
は
、
関
所
を
通
過
す
る
に
あ
た
っ
て
符
を
発

行
す
る
た
め
の
玉
璽
の
管
理
を
任
せ
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
御
者
を
統
括
す
る
役
職
ご
と
き
に
、
皇
帝
の
分
身
と
す
ら
言
え
る
玉
璽
を

任
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
が
地
域
を
移
動
す
る
に
際
し
、

符
を
は
じ
め
と
す
る
通
行
証
を
用
い
て
通
関
し
た
と
想
定
で
き
、
帝
国
の
最
高

権
力
者
と
は
い
え
擅
に
関
所
を
通
過
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
正
式
な
手
続
き
を

経
て
は
じ
め
て
地
域
移
動
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
趙
高
は
符
と
璽
を
管

轄
し
、
始
皇
帝
の
巡
行
中
に
お
け
る
関
所
通
過
を
手
続
き
面
よ
り
補
佐
し
、
巡

行
中
に
始
皇
帝
に
謁
見
で
き
る
数
少
な
い
人
間
の
一
人
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
趙
高
は
二
世
皇
帝
に
法
律
の
知
識
を
教
授
す
る
役
目

を
担
っ
た
者
と
し
て
知
ら
れ
、
法
律
の
専
門
家
で
も
あ
る
。
始
皇
帝
の
巡
行
に

中
央
政
府
の
官
僚
が
全
員
付
き
添
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
官
職
的
に
必
要
性
が

あ
る
者
の
み
随
行
し
た
と
さ
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
法
律
専
門
家
の
趙
高
を
随
行
さ

せ
た
こ
と
か
ら
、
通
関
手
続
き
及
び
符
の
発
行
、
と
り
わ
け
広
範
囲
地
域
移
動

に
お
け
る
複
数
の
区
間
を
出
入
り
す
る
た
め
の
符
を
発
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、

高
度
な
法
律
知
識
を
必
要
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
符
の
発
行
は
璽
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
符
の
実
物
に
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
当
初
か
ら
封
泥
に
捺
印
さ
れ
た
の
か
、
も
し
く
は
律

令
制
度
の
発
展
と
伴
い
、
皇
帝
の
勅
令
を
意
味
す
る
玉
璽
の
捺
印
は
、
支
配
領

域
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
「
如
律
令
」
に
代
替
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

様
々
な
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
通
行
証
に
印
章
を
押
す
行
為
は
、
真
偽
を
確

か
め
る
目
的
も
あ
ろ
う
が
、
発
行
者
／
部
署
に
よ
る
権
威
の
付
与
を
意
味
す
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
近
現
代
に
お
い
て
、
旅
行
者
に
国
家
（
外
務
省
）
か
ら
捺
印

さ
れ
た
旅
券
が
発
行
さ
れ
、
そ
れ
を
所
持
す
る
こ
と
で
他
国
に
滞
在
し
て
も
害

意
か
ら
安
全
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
国
家
の
権
威
が
背
後
に
付
随
し
て
い
る
か
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89　　符の政治的意義

ら
で
あ
る
。
大
庭
脩
一
九
八
二
が
古
代
の
パ
ス
ポ
ー
ト
と
定
義
す
る
秦
漢
時
代

の
符
も
、
璽
に
よ
っ
て
行
政
機
関
な
い
し
は
皇
帝
の
権
威
が
付
与
さ
れ
た
と
想

定
さ
れ
る
。

　

国
家
の
権
威
を
背
後
に
し
た
符
は
、
行
政
機
関
に
発
行
さ
れ
た
の
ち
、
ど
う

い
っ
た
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
か
、
出
土
史
料
に
見
え
る
秦
漢
律
令
の
規
定
を
参

考
に
し
た
い
と
思
う
。「
睡
虎
地
秦
簡
・
秦
律
雑
抄
」
に

　
　

・
簡
【
四
〜
五
】

游
士
、
在
亡
符
、
居
県
貲
一
甲
。
卒
歳
、
責
之
。
・
有
為
故
秦
人
出
、

削
籍
、
上
造
以
上
為
鬼
薪
、
公
士
以
下
刑
為
城
旦
。
・
游
士
律

（
游
士
在
り
て
符
を
亡
く
せ
ば
、
居
る
県
に
貲
に
一
甲
。
卒
歳
と
な
れ

ば
、
之
を
責
む
。
・
故
の
秦
人
た
り
て
出
づ
る
こ
と
有
れ
ば
、
籍
を
削

る
。
上
造
以
上
は
鬼
薪
と
為
し
、
公
士
以
下
は
刑
し
て
城
旦
と
為

す
。
・
游
士
律
）

と
あ
る
よ
う
に
、
関
所
を
通
過
し
た
の
ち
使
い
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
符
の
使

用
者
に
は
そ
れ
を
所
持
し
続
け
る
義
務
が
生
じ
る
。
そ
れ
と
類
似
す
る
規
定
と

し
て
、「
睡
虎
地
秦
簡
・
法
律
答
問
」
に

　
　

・
簡
【
一
八
四
】

客
未
布
吏
而
与
賈
、
貲
一
甲
。
可
（
何
）
謂
「
布
吏
」・
詣
符
伝
於
吏

是
謂
「
布
吏
」。

（
客
未
だ
布
吏
せ
ず
し
て
と
も
に
賈
え
ば
，
貲
に
一
甲
。
何
を
「
布

吏
」
と
謂
ふ
か
。
・
符
伝
を
吏
に
詣
す
こ
と
是
れ
「
布
吏
」
と
謂
ふ
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
符
・
伝
な
ど
の
通
行
証
の
所
持
者
は
そ
れ
を
役
所
に
届
け
出

す
（
布
吏
）
ま
で
、
商
売
し
て
は
い
け
な
い
と
の
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

符
の
使
用
者
は
そ
れ
を
役
所
に
届
け
出
す
義
務
が
あ
る
と
窺
え
る
。
符
を

「
亡）

25
（

」
し
た
場
合
は
罰
金
刑
に
処
さ
れ
、
一
甲
の
罰
金
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く

役
所
に
届
け
出
さ
な
い
こ
と
も
「
亡
」
の
範
疇
に
収
ま
る
の
で
、「
法
律
答
問
」

に
見
え
る
規
定
違
反
を
し
て
商
売
し
た
者
は
「
与
同
罪
」
で
一
甲
の
罰
金
と
処

さ
れ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
罰
金
刑
の
金
額
は
「
二
年
律
令）

26
（

・
賊
律
」
に

　
　

・
簡
【
五
二
】

亡
書
、
符
、
券
、
入
門
衛
木
久
、
塞
門
・
城
門
之
鑰
、
罰
金
各
二
両
。

（
書
、
符
、
券
、
門
衛
に
入
る
の
木
久
、
塞
門
・
城
門
の
鑰
を
亡
く
せ

ば
、
罰
金
に
各
二
両
。）

と
の
記
載
と
共
通
す
る
。
陶
安
あ
ん
ど）

27
（

氏
に
よ
れ
ば
、
秦
漢
時
代
の
律
令
に
記

載
さ
れ
る
罰
金
刑
は
三
等
級
あ
り
、
秦
は
一
盾
・
一
甲
・
二
甲
で
あ
り
、
漢
は

一
両
・
二
両
・
四
両
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
秦
の
「
貲
一
甲
」
は
漢
の
「
罰

金
二
両
」
と
同
等
で
あ
る
。
符
を
「
亡
」
し
た
罰
と
し
て
比
較
的
重
い
第
二
級

の
罰
金
刑
を
処
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
処
置
は
秦
漢
時
代
を
貫
通
し
て
連

続
性
を
持
つ
。

　

ま
た
、
符
は
あ
く
ま
で
個
人
が
所
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
人
へ
の
移
譲
は

認
め
ら
れ
な
い
。「
二
年
律
令
・
津
関
令
」
に

　
　

・
簡
【
四
八
八
〜
四
九
一
】

一
、
御
史
言
、
越
塞
闌
関
、
論
未
有
令
。
・
請
闌
出
入
塞
之
津
関
、
黥

為
城
旦
舂
、
越
塞
、
斬
左
止
（
趾
）
為
城
旦
、
吏
卒
主
者
弗
得
、
贖
耐
。

令
・
丞
・
令
史
罰
金
四
両
。
智
（
知
）
其
請
（
情
）
而
出
入
之
、
及
假

予
人
符
伝
、
令
以
闌
出
入
者
、
与
同
罪
。
非
其
所
□
為
□
而
擅
為
伝
出

入
津
関
、
以
□
伝
令
・
闌
令
論
、
及
所
為
伝
者
。
県
邑
伝
塞
、
及
備
塞

都
尉
・
関
吏
・
官
属
・
軍
吏
卒
乗
塞
者
、
禁
其
□
弩
・
馬
・
牛
出
、
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田
・
波
（
陂
）・
苑
・
牧
・
繕
治
塞
、
郵
・
門
亭
行
書
者
得
以
符
出

入
。
・
制
曰
、
可
。

（
一
、
御
史
に
言
へ
ら
く
、
塞
を
越
え
関
を
闌
す
る
こ
と
、
論
ず
る
に

未
だ
令
有
ら
ず
。
・
請
ふ
。
闌
し
て
塞
の
津
関
を
出
入
す
る
も
の
は
、

黥
し
て
城
旦
舂
と
為
す
。
塞
を
越
え
る
も
の
は
、
左
止
を
斬
り
て
城
旦

と
為
す
。
吏
・
卒
主
な
る
者
を
得
ず
ん
ば
、
贖
耐
す
。
令
・
丞
・
令

史
罰
金
す
る
こ
と
四
両
な
り
。
其
の
情
を
知
り
て
之
を
出
入
せ
し
め
、

及
び
人
に
符
・
伝
を
仮
予
し
、
以
て
出
入
を
闌
せ
し
む
る
者
は
、
与
同

罪
と
す
。
其
の
□
す
る
所
に
非
ず
し
て
□
と
為
し
て
擅
ま
ま
に
伝
を
為

り
て
津
関
を
出
入
す
る
も
の
は
、
□
伝
令
・
闌
令
を
以
て
論
じ
、
伝
を

為
る
所
の
者
に
及
ぶ
。
県
邑
の
伝
・
塞
、
及
び
備
塞
都
尉
・
関
吏
・
官

属
・
軍
吏
・
卒
の
乗
塞
者
は
、
其
の
□
弩
・
馬
・
牛
の
出
づ
る
を
禁
ず

る
も
、
田
・
陂
・
苑
・
牧
す
る
も
の
、
塞
を
繕
治
す
る
も
の
、
郵
・
門

亭
の
書
を
行
る
も
の
は
、
符
を
以
て
出
入
す
る
を
得
ん
こ
と
を
、
と
。

◎
制
し
て
曰
く
、
可
な
り
、
と
。）

及
び
、

　
　

・
簡
【
四
九
六
〜
四
九
七
】

□
、
相
国
上
内
史
書
言
、
請
諸
詐
襲
人
符
伝
出
入
塞
之
津
関
、
未
出
入

而
得
、
皆
贖
城
旦
舂
。
将
吏
智
（
知
）
其
請
（
情
）、
與
同
罪
。
・
御

史
以
聞
。
・
制
曰
可
。
以
闌
論
之
。」

（
□
、
相
国
内
史
の
書
を
上
り
て
言
く
、
請
ふ
。
諸
そ
詐
し
て
人
の

符
・
伝
を
襲
ひ
て
塞
の
津
関
を
出
入
し
、
未
だ
出
入
せ
ず
に
し
て
得
れ

ば
、
皆
な
贖
城
旦
舂
。
将
吏
其
情
を
知
ら
ば
、
與
に
罪
を
同
じ
く
す
、

と
。
・
御
史
以
聞
す
。
・
制
し
て
曰
く
、
可
な
り
。
闌
を
以
て
之
を

論
ず
、
と
。）

と
あ
る
。
右
に
見
え
る
よ
う
に
、
符
や
伝
な
ど
の
通
行
証
は
他
人
へ
の
移
譲
が

認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
規
定
を
破
っ
た
場
合
移
譲
者
と
被
移
譲
者
両
方
が
刑
罰
の

対
象
と
な
り
、
贖
城
旦
舂
の
刑
罰
で
論
断
さ
れ
る
。
符
の
個
々
人
が
所
持
す
る

側
面
か
ら
、
林
巳
奈
夫）

28
（

氏
や
永
田
英
正）

29
（

氏
な
ど
の
先
行
研
究
は
、
符
に
は
身
分

証
明
の
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
史
料
を
総
合
す
る
と
、
符
の
使
用
者
は
、
①
符
を
亡
く
さ
な
い
よ
う
に

保
管
し
続
け
る
義
務
が
あ
る
、
②
あ
く
ま
で
「
個
」
が
所
持
す
る
こ
と
に
徹
す

る
、
③
役
所
に
届
け
出
す
義
務
が
あ
る
、
と
の
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
大
庭
脩）

30
（

氏
な
ど
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
④
符
の
使
用
者
は
出
発
地
に
戻
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
条
件
が
揃
え
れ
ば
、
た
と
え
戸
籍
が
登
録
し

て
あ
る
本
貫
か
ら
離
れ
た
と
し
て
も
、
符
の
使
用
者
は
、
①
で
旅
行
中
は
符
を

所
持
し
続
け
、
②
で
他
人
と
交
換
し
た
り
し
な
い
状
態
で
、
③
で
役
所
に
届
け

出
せ
ば
、
地
域
移
動
に
お
け
る
大
ま
か
な
情
報
が
得
ら
れ
管
理
し
得
る
。
そ
し

て
④
で
符
の
使
用
者
は
本
貫
に
帰
還
し
て
再
び
戸
籍
に
よ
る
束
縛
を
受
け
る
よ

う
に
な
る
。
右
記
の
「
秦
律
雑
抄
」
に
見
え
る
游
子
律
後
半
の
条
文
に
「
籍
を

削
る
」
云
々
の
規
定
か
ら
も
、
符
の
規
定
は
戸
籍
と
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
機
関
は
符
と
い
う
「
個
」
が
所
持
す
る
媒
体
を
通
し

て
、
個
別
人
身
的
支
配
ま
で
は
行
か
な
い
と
し
て
も
、
移
動
す
る
人
々
を
き
ち

ん
と
把
握
し
管
理
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

右
に
見
え
る
よ
う
に
、
符
を
所
持
し
な
い
状
態
が
一
年
以
上
続
け
た
ら
、
さ

ら
に
問
い
糾
す
と
の
規
定
が
あ
る
。
戸
籍
を
持
た
な
い
把
握
不
能
な
旅
行
者
を

学史学56_責了.indb   90 2018/02/20   10:33



91　　符の政治的意義

野
放
し
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
風
に
理
解
で
き
よ
う
。
律
令
に
見
え

る
、
所
在
確
認
の
点
呼
（「
会
」）
に
応
じ
な
い
場
合
は
逃
亡
罪
扱
い
と
す
る
、

と
の
規
定
と
同
様
に
、「
之
を
責
む
」
と
は
、
お
そ
ら
く
逃
亡
罪
に
準
え
て
処

罰
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
「
二
年
律
令
・
亡
律
」
に

　
　

・
簡
一
五
七

吏
・
民
亡
、
盈
卒
歳
、
耐
。
不
盈
卒
歳
、
繫
城
旦
舂
。
公
士
・
公
士
妻

以
上
作
官
府
、
皆
償
亡
日
。
其
自
出

（
也
）、
笞
五
十
。
給
逋
事
、

皆
籍
亡
日
、

数
盈
卒
歳
而
得
、
亦
耐
。

（
吏
・
民
亡
し
て
、
卒
歳
に
盈
つ
れ
ば
、
耐
と
す
。
卒
歳
に
盈
つ
ざ
れ

ば
、
繫
し
て
城
旦
舂
と
す
。
公
士
・
公
士
妻
以
上
官
府
に
作
す
る
は
、

皆
な
亡
日
を
償
ふ
。
其
れ
自
ら
出
づ
る
や
、
笞
五
十
と
す
。
逋
事
を
給

へ
、
皆
な
亡
日
を
籍
し
、

数
の
卒
歳
に
盈
ち
て
得
ら
る
る
も
、
亦
た

耐
と
す
。）

と
あ
る
。
逃
亡
罪
に
準
え
て
論
断
す
る
場
合
、
逃
亡
日
数
に
応
じ
て
耐
か
城
旦

舂
か
の
労
働
刑
が
下
さ
れ
る
。
あ
る
意
味
、
労
働
刑
罰
の
名
籍
に
強
制
的
に
移

動
さ
せ
、
戸
籍
か
ら
把
握
で
き
な
い
人
間
を
再
度
き
ち
ん
と
把
握
し
な
お
す
た

め
の
処
置
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
般
民
衆
だ
け
で
は
な
く
、
吏
（
政
府
の
役

人
）
で
も
逃
亡
罪
は
適
用
さ
れ
る
。
前
記
に
見
え
る
文
帝
期
の
規
定
で
地
方
の

役
人
に
符
を
分
け
与
え
る
こ
と
と
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
と
連
想
さ
せ
る
。

　

逃
亡
罪
は
役
人
（
吏
）
に
も
適
用
す
る
以
上
、
符
を
媒
介
と
す
る
「
個
」
に

対
す
る
掌
握
は
一
般
民
衆
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。
臣
民
に
等
し
く
適
用

さ
れ
る
そ
の
支
配
原
理
は
、
秦
漢
帝
国
の
国
家
構
造
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
の
文
帝
期
に
地
方
の
役
人
に
符
を
分
け
与
え
た
規

定
は
、
地
方
役
人
の
移
動
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
に
対
す
る
中
央

管
理
を
強
化
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
中
央
集
権
支
配
の
一
環
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

四
、
符
の
出
現
時
期

　

律
令
の
規
定
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
符
を
用
い
て
移
動
す
る
人
間
を

掌
握
す
る
仕
組
み
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
考
察
の
中
で

支
配
の
拡
大
や
管
理
の
強
化
な
ど
の
面
も
見
ら
れ
、
当
初
か
ら
前
節
に
ま
と
め

た
支
配
構
造
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
拡
大
の
元
、

い
わ
ゆ
る
権
力
の
核
心
的
な
部
分
は
、
や
は
り
皇
帝
継
承
に
見
え
る
符
が
そ
れ

に
該
当
す
る
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

　

今
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
符
と
関
所
の
関
係
性
は
肯
定
さ
れ
た
。
文
献
史
料

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
符
の
制
度
は
随
分
古
い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
六
韜）

31
（

』
は
、

長
さ
に
よ
っ
て
細
か
く
分
類
さ
れ
る
様
々
な
符
に
つ
い
て
言
及
し
、
伝
説
時
代

で
あ
る
周
の
時
代
に
符
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
行
規
制
を
解
除

す
る
た
め
の
符
は
、
ま
ず
通
行
規
制
の
出
現
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
周
代
ま
で

遡
る
と
は
考
え
難
い
。
関
所
の
存
在
が
符
を
使
用
す
る
前
提
と
な
る
の
で
、
符

の
出
現
時
期
の
上
限
は
大
幅
に
狭
ま
る
。

　

中
華
世
界
の
地
域
区
分
は
お
よ
そ
秦
か
ら
前
漢
時
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。

そ
の
特
徴
と
し
て
、
郡
県
な
る
体
制
の
も
と
で
、
中
央
政
府
は
支
配
地
を
き
ち

ん
と
分
け
、
行
政
区
画
し
直
轄
的
な
支
配
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

地
域
整
理
が
成
熟
し
て
く
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
「
古
代
」
の
は
じ
ま
り
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
古
代
以
前
の
郡
県
制
国
家
に
先
立
つ
時
代
は
、
原
始

的
な
邑
国
家
時
代
あ
る
い
は
邑
土
国
家
時
代
と
呼
ば
れ
る
。
木
村
正
雄）

32
（

氏
に
よ
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れ
ば
、
そ
れ
は
中
国
原
始
農
耕
の
始
源
か
ら
、
夏
・
殷
・
周
時
代
を
経
て
春
秋

時
代
中
期
に
及
ぶ
極
め
て
長
い
年
代
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
間
に
お
い
て
社
会

は
徐
々
に
発
展
し
変
化
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
基
本
的
に
は
氏
族
制
的
原
始

社
会
の
域
を
出
ず
、
国
家
は
、
河
辺
の
小
高
い
丘
を
中
心
に
、
孤
立
点
在
す
る

邑
を
基
礎
に
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
邑
を
単
位
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
邑
国
家

は
、
時
代
が
経
過
し
、
氏
の
分
立
、
即
ち
封
建
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第

に
複
雑
に
な
り
、
一
つ
の
邑
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
多
く
の
邑
か
ら
構
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
氏
族
制
か
ら
宗
族
制
へ
、
即
ち
姓
集
団
の
中
に
氏
集
団
が

分
立
し
て
く
る
の
は
、
嫡
長
子
相
続
制
の
形
成
と
表
裏
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は

殷
代
末
期
に
は
既
に
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
周
初
以
来
極
め
て
盛
ん
と
な
っ
た
と

伝
え
ら
れ
、
次
第
に
春
秋
時
代
の
国
々
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

邑
と
し
て
点
在
す
る
春
秋
の
国
々
で
あ
る
が
、
思
想
家
で
あ
る
老
子
が
思
い

描
く
「
隣
国
が
相
ひ
望
み
、
鶏
狗
相
ひ
聞
こ
え
、
老
死
に
至
る
ま
で
相
ひ
往
来

せ
ず
」
と
い
う
小
国
寡
民
の
国
家
像
の
よ
う
に
、
互
い
の
干
渉
は
深
く
な
い
時

代
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
交
換
が
乏
し
い
時
代
に
お
い
て
、
国
境
線
と
い

う
も
の
は
曖
昧
な
も
の
だ
と
推
定
で
き
る
。
春
秋
時
代
の
国
境
線
に
つ
い
て
言

及
し
た
左
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　

・『
説
苑
』
貴
徳
篇

斉
の
桓
公
北
の
か
た
山
戎
氏
を
伐
ち
、
其
の
道
燕
を
過
ぎ
、
燕
君

逆
え
て
境
を
出
づ
。
桓
公
管
仲
に
問
ひ
て
曰
く
、
諸
侯
相
逆
え
る

に
固
よ
り
境
を
出
で
る
か
、
と
。
管
仲
曰
く
、
天
子
に
非
ず
ん
ば
境

を
出
で
ず
、
と
。
桓
公
曰
く
、
然
ら
ば
燕
の
君
畏
れ
て
礼
を
失
は

ん
や
。
寡
人
道
に
し
て
燕
君
に
礼
を
失
は
し
む
る
な
し
。
乃
ち
燕

君
の
至
る
所
の
地
を
割
ひ
て
以
て
燕
君
に
与
ふ
、
と
。
諸
侯
之
を

聞
き
、
皆
な
斉
に
朝
す）

33
（

。

　

右
の
故
事
は
、
前
漢
時
代
に
劉
向
が
編
纂
し
た
『
説
苑
』
に
収
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
春
秋
初
期
の
一
場
面
を
描
く
。
春
秋
時
代
の
覇
者
と

さ
れ
る
斉
の
桓
公
は
北
方
の
少
数
民
族
で
あ
る
山
戎
の
討
伐
に
出
撃
し
、
北
方

へ
向
か
う
た
め
に
燕
の
国
を
通
過
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
燕
の
君

主
は
斉
の
軍
勢
を
迎
え
に
出
た
が
、
不
意
に
燕
国
の
国
境
線
を
越
え
て
斉
の
境

内
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
桓
公
と
そ
の
臣
下
で
あ
る
管
仲
の
会
話
か

ら
、
礼
に
則
れ
ば
一
国
の
君
主
で
あ
り
な
が
ら
、
他
国
の
領
域
に
進
入
し
て
い

い
の
は
、
た
だ
周
の
天
子
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
礼
を
損
な
わ
な
い
よ

う
に
、
桓
公
は
燕
の
君
主
が
入
っ
て
い
た
領
域
を
燕
に
割
譲
し
た
。
礼
を
保
つ

た
め
に
自
身
の
利
益
を
顧
み
な
い
桓
公
の
行
為
に
対
し
、
諸
侯
た
ち
は
感
服
し

斉
を
諸
侯
の
長
と
し
て
認
め
た
、
斉
の
覇
業
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
故
事
で
あ

る
。
こ
の
故
事
に
お
い
て
、
燕
の
君
主
が
不
意
に
斉
国
の
境
内
に
「
進
入
」
し

た
こ
と
よ
り
、
燕
・
斉
と
も
に
国
の
境
目
に
目
立
つ
印
を
置
い
て
い
な
い
、
も

し
く
は
兵
士
の
警
戒
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
そ
の
環
境
か
ら
、

国
の
範
囲
は
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
と
想
像
で
き
、「
国
境
線
」
の
あ

り
か
は
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
「
国
境
線
」
は
、
国
と
国
の
精
神
的
な
結

び
＝
礼
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
領
土
の
割
譲
を
行

っ
た
こ
と
か
ら
、
春
秋
時
代
の
国
々
は
自
国
の
領
土
に
つ
い
て
大
ま
か
な
把
握

は
し
て
い
る
と
も
窺
え
る
。

　

周
の
封
建
制
の
も
と
で
は
千
八
百
の
国
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
原

始
社
会
に
お
い
て
そ
れ
は
す
べ
て
邑
を
基
盤
と
し
た
都
市
国
家
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
春
秋
時
代
に
は
数
十
に
併
合
さ
れ
、
戦
国
時
代
に
は
主
に
七
雄
と
呼
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ば
れ
る
七
つ
の
国
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
発
展
過
程
を
経
て
、
中

華
世
界
は
古
代
へ
進
展
し
、
郡
県
制
国
家
の
出
現
を
促
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

国
々
が
消
滅
し
て
も
、
都
市
そ
の
も
の
は
消
え
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
地
域
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
都
市
の
適
性
規
模
を
有
す
る
都
市
国
家
は
郡

県
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鶴
間
和
幸
二
〇
一
三
は
、
こ
れ
を

中
国
固
有
の
初
期
的
国
家
と
称
し
、
城
壁
に
囲
ま
れ
、
社
稷
（
土
地
神
）
と
宗

廟
（
同
族
集
団
の
祖
先
神
）
に
守
ら
れ
、
周
囲
は
山
川
の
自
然
に
囲
ま
れ
た
都

市
が
、
人
々
の
適
性
な
活
動
範
囲
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
地
域
が
一
つ
の

国
家
（
中
国
固
有
の
社
稷
・
宗
廟
を
同
じ
く
す
る
集
団
と
し
て
の
国
家
）
を
形

成
し
て
い
た
と
す
る
。

　

鶴
間
氏
の
指
摘
に
し
た
が
え
ば
、
郡
県
の
も
と
と
な
る
都
市
国
家
と
い
う
も

の
は
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
閉
鎖
的
な
空
間
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
城
壁

に
囲
ま
れ
る
城
郭
は
、
遅
く
と
も
春
秋
戦
国
時
代
に
は
普
及
し
た
。
諸
侯
の
居

住
す
る
都
城
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
聚
落
等
に
も
城
壁
が
築
か
れ
て
い
た
。
秦

漢
時
代
に
至
っ
て
は
、
城
郭
内
の
定
住
は
一
般
的
に
受
容
さ
れ
、
漢
帝
国
の
民

の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
那
波
利
貞）

34
（

氏
は
、
司
馬
遷
や
班
固

が
、
匈
奴
や
烏
孫
な
ど
の
遊
牧
民
を
「
行
国
随
畜
の
民
」
と
呼
称
し
、
定
住
農

耕
「
城
郭
の
民
」
で
あ
る
漢
民
族
と
区
別
し
た
と
指
摘
し
た
。
言
う
な
れ
ば
、

城
郭
の
形
成
を
は
じ
め
と
す
る
邑
国
家
か
ら
郡
県
制
国
家
へ
の
発
展
は
、
解
放

的
な
地
域
観
が
閉
鎖
的
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、
城

郭
の
起
源
に
つ
い
て

　
　
　

・『
太
平
御
覧
』
巻
一
九
三
引
『
呉
越
春
秋
』

鯀
城
を
築
き
て
以
て
君
を
衛
り
、
郭
を
造
り
て
以
て
人
を
居
ら
し

む
。
此
れ
城
郭
の
始
ま
り
な
り）

35
（

。

と
あ
る
。
右
記
の
史
料
か
ら
、
早
く
は
夏
の
時
代
よ
り
城
郭
の
建
築
は
さ
れ
て

い
た
と
記
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
後
世
の
記
録
か
ら
伝
説
時
代
の
出
来
事
を
そ

の
ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
仮
に
右
の
記
事
を
信
じ
た
と
し
て
も
、

『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
「
昔
者
、
夏
の
鯀
三
仞
の
城
を
作
り
、
諸
侯
之
に
背

く
。
海
外
狡
心
有
り
。
禹
天
下
の
叛
す
る
を
知
る
や
、
乃
ち
城
を
壊
し
池
を

平
に
し
、
財
物
を
散
し
、
甲
兵
を
焚
き
、
之
を
施
す
る
に
徳
を
以
て
す）

36
（

」
の
記

述
の
よ
う
に
、
鯀
が
築
い
た
城
は
、
諸
侯
・
民
の
不
満
を
つ
の
っ
た
た
め
に
、

鯀
の
子
の
禹
が
壊
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夏
の
時
代
に
城
郭
は
一
度
建

設
さ
れ
た
と
し
て
も
、
長
く
続
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
廃
止
さ
れ
た
と
窺
え
る
。

ま
た
、
関
野
雄）

37
（

氏
は
、
甲
骨
文
字
の
「
國
」
の
字
が
「
或
」
と
表
わ
さ
れ
て
い

る
の
は
、
殷
の
都
に
城
壁
が
な
か
っ
た
証
拠
と
す
る
。
そ
の
研
究
を
踏
ま
え
た

上
で
、
五
井
直
弘）

38
（

氏
は
、
青
銅
器
銘
文
か
ら
「
國
」
字
の
使
用
例
を
集
め
、
西

周
時
代
に
お
い
て
國
字
の
囲
い
は
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
く
、
そ
れ
が
多
く

な
る
の
は
春
秋
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
し
、
城
郭
の
出
現
は
春
秋
期
以

降
と
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。

　

右
記
の
先
行
研
究
の
考
察
に
よ
り
、
夏
・
殷
・
周
の
時
代
に
城
郭
の
建
設
は

制
度
的
に
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
春
秋
時
代
に
入

り
、
邑
を
主
体
と
す
る
都
市
国
家
の
初
期
に
お
い
て
、
人
間
活
動
の
適
性
に
基

づ
い
て
形
成
し
た
邑
共
同
体
が
最
初
か
ら
城
壁
を
築
い
て
人
間
活
動
を
制
限
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
都
市
に
城
壁
を
築
く
よ
う
に
な
り
、
自
国
の
封
君
の

邑
を
合
わ
せ
た
広
範
囲
の
「
国
」
を
守
る
た
め
に
領
土
の
境
目
に
城
壁
（
＝
長

城
）
を
築
く
こ
と
が
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
状
況
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
争
の

白
熱
化
が
国
境
線
の
出
現
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
城
壁
が
形
成
さ
れ
て
以
降
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
領
域
に
入
る
た
め
に
、
城
壁
を
潜
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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設
け
ら
れ
た
関
所
を
通
過
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
関
所
の
設
置
は
、
凡
そ
春
秋

時
代
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
、
戦
国
時
代
で
は
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
指

摘
さ
れ
る
現
状
と
合
致
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
古
い
時
代
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
た
符
は
あ
く
ま
で
限
ら
れ
た

地
域
の
使
用
に
過
ぎ
ず
、
符
の
普
及
は
お
よ
そ
春
秋
末
〜
戦
国
初
期
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。
筆
者
が
集
め
た
符
の
史
料
の
中
で
、
春
秋
三
伝
を
は
じ
め
と
す

る
春
秋
時
代
を
記
す
書
物
か
ら
符
に
関
す
る
記
述
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
は

こ
の
事
実
の
傍
証
と
な
ろ
う
。『
春
秋
』
と
は
、
魯
の
隠
公
元
年
（
前
七
二
二

年
）
か
ら
魯
の
哀
公
一
四
年
（
前
四
八
一
年
）
ま
で
の
記
述
を
お
さ
め
る
書
物

で
あ
る
。
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
『
春
秋
』
の
原
本
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
春
秋
公
羊
伝
』・『
春
秋
穀
梁
伝
』・『
春
秋
左

氏
伝
』
を
通
し
て
春
秋
時
代
の
歴
史
の
一
端
を
窺
え
る
。
春
秋
三
伝
に
符
の
記

事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
春
秋
時
代
に
お
い
て
ま
だ
符
は
出
現
し
て
い
な
い
、

も
し
く
は
使
用
す
る
地
域
が
限
ら
れ
て
い
て
ま
だ
普
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
中
華
世
界
の
環
境
変
化
に
普
及
を
促
さ
れ
た

符
は
、
ど
う
い
っ
た
歴
史
的
変
遷
を
経
て
秦
漢
帝
国
に
継
承
さ
れ
、
皇
帝
権
力

の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
く
か
を
考
え
る
た
め
、
こ
こ
は
節
を
改
め
た
い
。

五
、「
国
符
」
の
使
用　

│
符
に
外
交
的
役
割
の
付
与
へ

　

春
秋
〜
戦
国
へ
の
時
代
変
遷
は
、
戦
争
の
激
化
を
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

国
家
の
防
衛
に
当
た
っ
て
国
境
線
上
に
長
城
を
築
い
た
戦
国
時
代
の
国
々
は
、

地
域
と
地
域
の
隔
た
り
を
促
進
さ
せ
た
。
そ
の
状
況
の
中
で
、
地
域
の
移
動
は

様
々
な
通
行
証
を
用
い
る
。
本
稿
が
注
目
し
た
符
は
そ
の
内
の
一
種
で
あ
り
、

主
に
は
関
所
通
過
の
時
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

戦
国
時
代
に
お
け
る
符
の
使
用
を
考
え
る
に
際
し
、
左
の
史
料
を
参
考
し
た
い
。

　
　

・『
史
記
』
楚
世
家

斉
王
大
に
怒
り
、
楚
符
を
折
り
て
秦
に
合
す）

39
（

。

　
　

・『
史
記
』
蘇
秦
列
伝

今
、
王
若
し
禍
に
よ
り
て
福
と
な
し
、
敗
を
転
じ
て
功
と
な
さ
ん
と

欲
せ
ば
、
則
ち
挑
み
て
斉
を
覇
と
し
て
之
を
尊
ぶ
に
若
く
は
莫
し
。
使

を
し
て
周
室
に
盟
は
し
む
る
に
、
秦
符
を
焚
き
、
其
の
大
上
の
計
は
秦

を
破
ら
ん
。
其
の
次
は
必
ず
長
く
之
を
賓
せ
ん
を
言
ふ
、
と）

40
（

。

　
　

・『
史
記
』
張
儀
列
伝

乃
ち
勇
士
を
し
て
宋
に
至
ら
し
め
、
宋
の
符
を
借
り
、
北
し
て
斉
王
を

罵
ら
し
む
。
斉
王
大
ひ　

に
怒
り
、
節
を
折
り
て
秦
に
下
る）

41
（

。

　
　

・『
戦
国
策
』
魏
策

又
た
身
を
秦
に
自
醜
し
、
之
に
い
で
た
ち
て
天
下
の
秦
符
を
請
ふ
る
は
、

臣
な
り）

42
（

。

　
　

・『
戦
国
策
』
燕
策

則
ち
遙
か
に
斉
を
伯
と
し
て
厚
く
之
を
尊
ぶ
に
如
く
は
莫
し
。
使
を
し

て
周
室
に
盟
は
し
む
る
に
、　

尽
く
天
下
の
秦
符
を
焚
き
、
約
し
て
夫

れ
上
計
は
秦
を
破
ら
ん
。
其
の
次
は
長
く
之
を
秦
に
賓
せ
ん
を
曰
ふ
、

と
）
43
（

。

　

右
記
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
登
場
す
る
符
は
、
国
と
国
の
関
係
性
を
語
る

記
述
に
散
見
さ
れ
、
初
歩
的
に
符
と
は
外
交
に
関
わ
る
物
だ
と
予
想
で
き
る
。

下
線
部
か
ら
「
国
名
」
＋
「
符
」
の
使
い
方
が
見
ら
れ
、
本
稿
で
は
こ
れ
を

「
国
符
」
と
呼
称
す
る
。
従
来
で
は
、
こ
れ
ら
の
符
は
盟
約
の
シ
ル
シ
と
し
て

考
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
右
の
『
戦
国
策
』
に
見
え
る
「
秦
符
を
焚
く
」
行
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為
は
、
秦
と
の
同
盟
関
係
を
断
つ
意
思
表
示
と
す
る
意
見
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、

右
に
並
べ
る
「
国
符
」
の
記
載
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
必
ず
し
も
一

貫
す
る
も
の
で
は
な
い
。
右
の
『
史
記
』「
張
儀
列
伝
」
の
記
事
か
ら
、「
宋
の

符
を
借
り
」
る
事
例
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
「
宋
の
盟
約
の
し
る
し
を
借
り
る
」

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
後
述
の
使
者
（
＝
士
）
を
斉
に
派
遣
す
る
と
の
文

脈
と
齟
齬
が
生
じ
る
と
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
符
の
通
行
規

制
を
解
除
す
る
機
能
を
用
い
、
関
所
の
通
過
証
と
し
て
貫
通
的
理
解
を
も
っ
て

右
の
事
例
に
当
て
は
め
て
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
宋
の
符
を
借
り
」
る
と

は
、「
宋
の
通
過
証
を
借
り
る
」
こ
と
を
意
味
し
、
楚
王
の
使
者
は
両
国
の
間

に
存
在
す
る
宋
国
を
通
っ
て
斉
へ
赴
く
に
際
し
、
宋
の
関
所
を
通
過
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
宋
符
」
を
借
り
て
目
的
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
ほ

か
の
「
秦
符
」
や
「
楚
符
」
の
事
例
も
、「
秦
国
の
関
所
を
通
過
す
る
た
め
の

通
過
証
」
や
「
楚
国
の
関
所
を
通
過
す
る
た
め
の
通
過
証
」
を
意
味
し
、
符
と

は
国
境
を
超
え
て
他
国
へ
向
か
う
時
に
用
い
る
「
わ
り
ふ
」
と
し
て
理
解
で
き

る
。

　

お
よ
そ
、
地
域
間
の
隔
た
り
が
深
刻
と
な
っ
た
戦
国
時
代
に
お
い
て
、
国
と

国
が
国
交
を
立
て
る
際
に
、
自
国
関
所
の
通
過
証
で
あ
る
「
国
符
」
を
渡
す
こ

と
で
、
相
手
国
の
使
者
を
通
ら
せ
音
信
を
交
わ
す
慣
習
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
「
国
符
」
を
破
棄
す
る
（
折
る
・
焚
く
）
こ
と
で
、
相
手
国
の
関
所
を

通
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
音
信
不
通
の
状
態
に
陥
っ
た
ら
国
交
が
絶

た
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
結
論
か
ら
し
て
、
符
に
は
確
か
に
「
盟
約

の
し
る
し
」
の
意
義
を
包
含
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
原
点
を
辿
れ
ば

関
所
を
通
過
す
る
機
能
こ
そ
が
符
の
本
来
の
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
、
閉
鎖
す

る
地
域
と
地
域
を
繫
げ
る
そ
の
機
能
か
ら
、
符
は
外
交
的
役
割
の
一
端
を
担
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
冨
谷
二
〇
一
〇
が
検
証
し
た
よ
う
に
、

数
多
の
「
わ
り
ふ
」
の
中
で
、
符
と
は
限
定
的
な
機
能
し
か
持
た
な
い
通
過
証

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
所
通
過
は
国
交
に
お
い
て
の
必
須
条
件
で
あ
る
が
、

如
何
に
友
好
国
と
は
い
え
ど
も
、
無
条
件
に
「
わ
り
ふ
」
を
分
け
与
え
自
由
に

国
内
を
通
行
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
複
数
の
関
所
通
過
を
許
す
伝
よ
り
、

特
定
の
単
一
の
関
所
通
過
の
み
許
さ
れ
る
符
の
運
用
は
、
発
行
側
に
と
っ
て
把

握
し
や
す
い
た
め
、
国
防
な
ど
の
要
因
か
ら
み
て
も
理
に
か
な
っ
た
措
置
と
言

え
る
。
以
降
、
符
は
交
通
の
機
能
よ
り
外
交
の
役
割
を
担
い
、
後
の
時
代
ま
で

継
承
さ
れ
て
い
く
。

　
　
　

・『
史
記
』
范
睢
蔡
澤
列
伝

穰
侯
の
使
者
は
王
の
重
き
を
操
り
、
決
を
諸
侯
に
制
し
、
符
を
天
下

に
剖
か
ち
、
適
を
政
し
国　

を
伐
ち
、
敢
え
て
聴
か
ざ
る
も
の
莫
し）

44
（

。

の
記
事
か
ら
、
秦
の
昭
王
の
時
代
に
、
穰
侯
魏

は
擅
に
権
力
を
振
る
い
、
と

り
わ
け
秦
王
の
代
わ
り
に
他
の
国
々
と
符
を
剖
か
ち
、
外
交
を
行
う
こ
と
が
問

題
視
さ
れ
、
失
脚
ま
で
追
わ
れ
た
彼
は
自
分
の
封
地
で
隠
居
す
る
よ
う
な
始
末

と
な
っ
た
。
ま
た
、

　
　
　

・『
史
記
』
南
越
列
伝

漢
の
十
一
年
、
陸
賈
を
遣
わ
し
て
因
り
て
佗
を
立
て
て
南
越
王
と
為

し
、
与
に
符
を
剖
か
ち
て　

使
を
通
じ
、
百
越
を
和
集
し
、
南
邊
の

患
害
を
為
す
毋
か
ら
し
め
、
長
沙
と
境
を
接
す）

45
（

。

の
記
事
か
ら
、
漢
皇
帝
劉
邦
は
南
越
と
国
交
を
結
ぶ
た
め
に
、
功
臣
の
陸
賈
を

派
遣
し
南
越
王
の
趙
侘
の
地
位
を
確
定
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
南
越
と
符
を
剖
か

ち
、
外
交
を
行
い
両
国
の
境
目
に
当
た
る
長
沙
に
平
和
を
も
た
ら
し
た
。
右
の

よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
経
て
、
外
交
を
行
う
際
に
符
を
使
者
に
持
参
さ
せ
る
慣
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習
は
、
お
よ
そ
前
漢
初
期
に
定
着
す
る
。

　
　
　

・「
二
年
律
令
・
盗
律
」
簡
【
七
四
〜
七
五
】

盗
出
財
物
於
辺
関
徼
、
及
吏
部
主
智
（
知
）
而
出
者
、
皆
与
盗
同
法
。

弗
智
（
知
）、
罰
金
四
両
。
使
者
所
以
出
、
必
有
符
致
、
毋
符
致
、

吏
智
（
知
）
而
出
之
、
亦
与
盗
同
法
。

（
盗
か
に
財
物
を
辺
の
関
・
徼
よ
り
出
だ
し
、
及
び
て
吏
部
主
知
り

て
出
だ
せ
ば
、
皆
な
盗
と
法
を
同
じ
く
す
。
知
ら
ず
ん
ば
、
罰
金
す

る
こ
と
四
両
。
使
者
の
出
づ
る
所
以
に
、
必
ず
符
致
あ
り
、
符
致
毋

く
ん
ば
、
吏
知
り
て
之
を
出
だ
せ
ば
、
亦
た
盗
と
法
を
同
じ
く

す
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
使
者
の
通
関
に
符
・
致
を
持
参
す
る
必
要
性
は
明
文
化
さ
れ
、

前
漢
初
期
に
律
令
の
規
定
と
な
っ
て
い
く
。

　

右
記
の
考
察
に
見
え
る
よ
う
に
、
交
通
を
掌
る
符
は
機
能
拡
大
に
よ
り
、
戦

国
〜
秦
漢
時
代
に
お
い
て
外
交
的
な
役
割
を
果
た
し
た
側
面
が
あ
る
。
無
論
、

そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
は
当
時
の
社
会
情
勢
・
地
域
環
境
で
あ
り
、
言
う
な
れ

ば
限
定
的
な
東
洋
史
的
独
特
の
事
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
符
に
対
す
る
理
解

は
、
時
代
性
の
束
縛
が
強
く
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
が
、

右
記
に
見
え
る
秦
の
昭
王
期
と
漢
の
高
祖
期
に
お
け
る
「
国
符
」
の
使
用
か
ら
、

少
な
く
と
も
本
稿
の
問
題
提
起
と
な
る
秦
王
子
嬰
と
前
漢
文
帝
の
時
期
に
も
一

貫
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
推
論
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
秦
漢

帝
国
に
お
い
て
符
の
運
用
は
戦
国
時
代
の
諸
事
情
を
継
承
し
た
と
指
摘
で
き
、

そ
の
外
交
的
な
役
割
を
持
つ
が
故
に
、
符
は
璽
と
と
も
に
皇
帝
権
力
の
分
身
に

た
り
得
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
令
伝
達
の
機
能
を
掌
る
璽
は

「
国
内
」
に
お
け
る
君
主
権
限
の
全
て
を
意
味
し
、
交
通
及
び
外
交
の
機
能
を

掌
る
符
は
「
国
外
」
に
お
け
る
君
主
権
限
の
全
て
を
意
味
す
る
。「
国
内
」
と

「
国
外
」
両
方
の
権
限
を
備
え
て
は
じ
め
て
君
主
の
譲
位
も
し
く
は
継
承
が
完

遂
す
る
も
の
で
あ
る
。

六
、
終
わ
り
に

　

本
稿
は
符
に
関
わ
る
基
本
情
報
を
整
理
し
た
上
で
、
中
国
古
代
帝
国
の
交
通

を
律
令
の
規
定
を
用
い
て
理
解
し
そ
の
一
端
が
窺
え
た
。
符
と
い
う
交
通
に
使

用
す
る
媒
体
は
、
交
通
そ
の
も
の
に
多
く
の
規
制
が
か
か
っ
て
い
る
古
代
社
会

に
お
い
て
、
政
治
的
な
要
素
が
介
在
し
た
結
果
、
外
交
的
な
役
割
を
果
た
す
側

面
が
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
的
事
象
を
継
承
し
た
か
ら
こ
そ
、
符
は
璽
と
と
も
に

秦
漢
帝
国
に
お
け
る
君
主
権
力
の
象
徴
と
し
て
見
な
さ
れ
、
秦
王
子
嬰
の
譲
位

と
前
漢
文
帝
の
即
位
の
記
事
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
春
秋
時
代
か
ら
戦
国
時
代
へ
、
戦
国
時
代
か
ら
秦
漢
帝
国
へ
の
発

展
過
程
に
お
い
て
、
中
華
世
界
の
交
通
状
況
は
激
変
し
、
元
来
の
「
国
外
」
領

域
は
次
第
に
「
国
内
」
領
域
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
封
建
制
か
ら
郡
県
制
へ
の

発
展
過
程
の
中
で
、「
国
」
を
単
位
と
す
る
政
治
共
同
体
が
急
激
に
減
少
し
て

い
っ
た
。
同
時
に
「
国
符
」
の
使
用
も
衰
退
し
て
い
き
、
や
が
て
消
滅
し
て
し

ま
う
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
符
そ
の
も
の
は
「
国
符
」
の
廃
れ
に
よ
っ
て

消
失
す
る
こ
と
な
く
、
文
帝
期
に
お
け
る
符
の
規
定
や
居
延
符
の
使
用
な
ど
か

ら
片
鱗
が
見
え
た
よ
う
に
、
依
然
と
帝
国
支
配
に
関
わ
っ
て
い
く
。
と
り
わ
け

前
漢
初
期
に
お
い
て
、
皇
帝
と
臣
下
の
関
係
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
伝
世
史
料

か
ら
次
の
よ
う
な
条
文
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　

符
を
剖
か
ち
、
世
々
絶
ゆ
る
勿
し）

46
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97　　符の政治的意義
　

こ
の
条
文
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
曹
參
を
は
じ
め
と
す
る
功
臣
た
ち
の

世
家
や
列
伝
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
は
、
功
臣
た
ち
と
符
を
剖
か
ち
、

子
々
孫
々
に
ま
で
引
き
継
が
せ
て
い
く
と
の
約
束
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
条
文

か
ら
、
功
臣
た
ち
は
褒
賞
（
封
地
）
を
賜
う
と
同
時
に
、
と
あ
る
特
権
の
保
持

を
約
束
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
条
文
に
あ
る
「
符
」
と
は
何
を

意
味
し
て
い
る
か
は
明
白
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
皇
帝
と
な
っ
た
劉
邦
が
功
臣

た
ち
と
何
を
約
束
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
考

察
結
果
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
劉
邦
は
功
臣
た
ち
に
関
所
を
通
過
す
る
許
可

証
で
あ
る
符
を
分
け
与
え
、
関
所
を
自
由
に
通
過
で
き
る
特
権
を
与
え
た
と
解

釈
で
き
る
。
果
た
し
て
そ
の
行
為
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
り
、
古
代
帝
国
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
支
配
構
造
を
表
わ
し
て
い
る
か
は
、
今
後
の
課
題
に
し
た

い
と
思
う
。

註

（
1
）　

太
尉
乃
跪
上
天
子
璽
符
、
代
王
謝
曰
、
至
代
邸
而
議
之
。
…
…
丞
相
平
等
皆
曰
、

臣
伏
計
之
、
大
王
奉
高
帝
宗
廟
最
宜
稱
、
雖
天
下
諸
侯
萬
民
以
為
宜
。
臣
等
為
宗
廟
社

稷
計
、
不
敢
忽
。
願
大
王
幸
聴
臣
等
。
臣
謹
奉
天
子
璽
符
再
拜
上
。
代
王
曰
、
宗
室
將

相
王
列
侯
以
為
莫
宜
寡
人
、
寡
人
不
敢
辭
。
遂
即
天
子
位
。

（
2
）　

秦
王
子
嬰
即
係
頸
以
組
、
白
馬
素
車
、
奉
天
子
璽
符
、
降
軹
道
旁
。

（
3
）　

秦
王
子
嬰
素
車
白
馬
、
係
頸
以
組
、
封
皇
帝
璽
符
節
、
降
軹
道
旁

（
4
）　

大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二

（
5
）　

冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇

（
6
）　

符
、
信
也
。
漢
制
以
竹
、
長
六
寸
、
分
而
相
合
。

（
7
）　
「
わ
り
ふ
」
の
一
種
。
形
態
は
「
棨
」
と
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。

（
8
）　

初
与
郡
国
守
相
為
銅
虎
符
、
竹
使
符
。

（
9
）　

初
与
郡
守
為
銅
虎
符
、
竹
使
符
。

（
10
）　

応
劭
曰
、
銅
虎
符
第
一
至
第
五
、
国
家
当
発
兵
、
遣
使
者
至
郡
合
符
、
符
合
乃
聴

受
之
。
竹
使
符
皆
以
竹
箭
五
枚
、
長
五
寸
、
鐫
刻
篆
書
、
第
一
至
第
五
。

（
11
）　

師
古
曰
、
与
郡
守
為
符
者
、
謂
各
分
其
半
、
右
留
京
師
、
左
以
与
之
。

（
12
）　
『
漢
旧
儀
』、
銅
虎
符
発
兵
、
長
六
寸
。
竹
使
符
出
入
徴
発
。

（
13
）　

数
以
六
為
紀
、
符
・
法
冠
皆
六
寸
、
而
輿
六
尺
、
六
尺
為
步
、
乗
六
馬
。

（
14
）　

張
晏
曰
、
水
、
北
方
。
黑
。
終
数
六
、
故
以
六
寸
為
符
、
六
尺
為
歩
。

（
15
）　

一
九
三
〇
年
代
、
敦
煌
や
チ
ベ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
西
域
の
調
査
の
中
、
西
北
科

学
考
察
団
に
よ
っ
て
漢
代
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
「
居
延
漢
簡
」
と
総
称
さ

れ
る
。「
居
延
漢
簡
」
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
お
よ
そ
前
漢
の
武
帝
期
（
太
初
年
間
）

か
ら
後
漢
の
和
帝
期
（
永
元
年
間
）
に
か
け
る
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

（
16
）　
『
漢
書
』
昭
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
始
元
七
年
八
月
に
年
号
改
正
が
行
わ
れ
、
年
号
は

始
元
か
ら
元
鳳
に
改
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
始
元
七
年
は
元
鳳

元
年
と
同
義
で
前
八
〇
年
で
あ
る
と
特
定
で
き
、
簡
の
製
造
は
そ
の
年
の
八
月
よ
り
以

前
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

（
17
）　

籾
山
明
「
刻
歯
簡
牘
初
探
│
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
│
」『
木
簡
研
究
』
一
七
、

一
九
九
五

（
18
）　
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
（
↓
二
〇
〇
一
）

（
19
）　

簡
【
二
九
五
・
三
〇
五
・
三
一
五
・
三
二
五
・
三
三
五
・
三
四
五
・
三
五
五
・
三

六
五
・
三
七
五
】
の
複
合
簡
か
ら
見
え
る
一
文
で
あ
る
。

（
20
）　
『
史
記
集
解
』
引
衞
宏
曰
、「
秦
以
前
、
民
皆
以
金
玉
為
印
、
龍
虎
鈕
、
唯
其
所
好
。

秦
以
來
、
天
子
獨
以
印
稱
璽
、
又
獨
以
玉
、
羣
臣
莫
敢
用
。」

（
21
）　

孟
康
曰
、
漢
初
有
三
璽
、
天
子
之
璽
自
佩
、
行
璽
・
信
璽
在
符
節
臺
。

（
22
）　

大
庭
脩
監
修
、
漢
書
百
官
公
卿
表
研
究
会
『『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注
』
朋
友

書
店
、
二
〇
一
四
を
参
照
。

（
23
）　

稲
葉
一
郎
「
秦
始
皇
の
巡
狩
と
刻
石
」『
書
論
』
第
二
五
号
、
一
九
八
九

（
24
）　

鶴
間
和
幸
『
秦
帝
国
の
形
成
と
地
域
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三

（
25
）　

条
文
に
見
え
る
「
亡
」
を
、
単
純
に
亡
く
す
＝
紛
失
す
る
と
の
訳
も
通
じ
る
が
、
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本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
こ
の
「
亡
」
は
逃
亡
罪
の
亡
＝
亡
げ
る
と
関
連
す
る
の
で
、
こ

こ
は
あ
え
て
「
亡
」
す
る
と
表
記
す
る
。

（
26
）　
『
二
年
律
令
と
奏
讞
書
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七

（
27
）　

陶
安
あ
ん
ど
『
秦
漢
刑
罰
体
系
の
研
究
』
創
文
社
、
二
〇
〇
九

（
28
）　

林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』
朋
友
書
店
、
一
九
九
六

（
29
）　

永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九

（
30
）　

大
庭
脩
『
漢
簡
研
究
』
創
文
社
、
一
九
九
二

（
31
）　

太
公
曰
、
主
与
将
、
有
陰
符
、
凡
八
等
。
有
大
勝
克
敵
之
符
、
長
一
尺
。
破
軍
擒

將
之
符
、
長
九
寸
。
降
城
得
邑
之
符
、
長
八
寸
。
卻
敵
報
遠
之
符
、
長
七
寸
。
警
衆
堅

守
之
符
、
長
六
寸
。
請
糧
益
兵
之
符
、
長
五
寸
。
敗
軍
亡
將
之
符
、
長
四
寸
。
失
利
亡

士
之
符
、
長
三
寸
。
諸
奉
使
行
符
・
稽
留
、
若
符
事
聞
泄
、
告
者
皆
誅
之
。
八
符
者
、

主
將
祕
聞
、
所
以
陰
通
言
語
、
不
泄
中
外
相
知
之
術
。
敵
雖
聖
智
、
莫
之
能
識
。

（
32
）　

木
村
正
雄
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
│
特
に
そ
の
成
立
の
基
礎
条
件
』
不
昧
堂
書

店
、
一
九
六
五
（
↓
比
較
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
）

（
33
）　

斉
桓
公
北
伐
山
戎
氏
、
其
道
過
燕
、
燕
君
逆
而
出
境
、
桓
公
問
管
仲
曰
、
諸
侯
相

逆
固
出
境
乎
。
管
仲
曰
、
非
天
子
不
出
境
。
桓
公
曰
、
然
則
燕
君
畏
而
失
礼
也
、
寡
人

不
道
而
使
燕
君
失
礼
、
乃
割
燕
君
所
至
之
地
以
与
燕
君
。
諸
侯
聞
之
、
皆
朝
於
斉
。

（
34
）　

那
波
利
貞
「
支
那
都
邑
の
城
郭
と
そ
の
起
源
」
史
林
一
〇
‐
二
、
一
九
二
五

（
35
）　

鯀
筑
城
以
衛
君
、
造
郭
以
居
人
。
此
城
郭
之
始
也
。

（
36
）　

昔
者
夏
鯀
作
三
仞
之
城
、
諸
侯
背
之
、
海
外
有
狡
心
。
禹
知
天
下
之
叛
也
、
乃
壊

城
平
池
、
散
財
物
、
焚
甲
兵
、
施
之
以
德
。

（
37
）　
「
黄
河
文
明
の
形
成
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
4
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇

（
38
）　

五
井
直
弘
『
中
国
古
代
の
城
郭
都
市
と
地
域
支
配
』
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
二

（
39
）　

斉
王
大
怒
、
折
楚
符
而
合
於
秦
。

（
40
）　

今
王
若
欲
因
禍
為
福
、
伝
敗
為
功
、
則
莫
若
挑
霸
斉
而
尊
之
、
使
使
盟
於
周
室
、

焚
秦
符
、
曰
、
其
大
上
計
、
破
秦
。
其
次
、
必
長
賓
之
。

（
41
）　

乃
使
勇
士
至
宋
、
借
宋
之
符
、
北
罵
斉
王
。
斉
王
大
怒
、
折
節
而
下
秦
。

（
42
）　

又
身
自
醜
於
秦
，
扮
之
請
焚
天
下
之
秦
符
者
，
臣
也
。

（
43
）　

則
莫
如
遙
伯
斉
而
厚
尊
之
、
使
使
盟
於
周
室
、
尽
焚
天
下
之
秦
符
、
約
曰
、
夫
上

計
破
秦
、
其
次
長
賓
之
秦
。

（
44
）　

穰
侯
使
者
操
王
之
重
、
決
制
於
諸
侯
、
剖
符
於
天
下
、
政
適
伐
国
、
莫
敢
不
聴
。

（
45
）　

漢
十
一
年
、
遣
陸
賈
因
立
佗
為
南
越
王
、
与
剖
符
通
使
、
和
集
百
越
、
毋
為
南
辺

患
害
、
与
長
沙
接
境
。

（
46
）　

剖
符
、
世
世
勿
絶
。
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